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平成２０年１０月２２日

告示第９７号

（趣旨）

第１条　この告示は，市民の意見，提言等を幅広く市政に反映させ，より一層

開かれた市政の実現及び市民参画によるまちづくりの推進を図るため，市長

と市民団体等とが意見の交換を行う常総市民懇談会（以下「懇談会」とい

う。）を実施することに関し，必要な事項を定めるものとする。

（形式等）

第２条　懇談会は，公募による市民団体等ごとに市長との直接対話の形式で行

うものとする。

２　懇談会の内容は，まちづくり，教育，福祉，環境その他の行政運営に関し，

前条の趣旨に沿った建設的なものとする。

（公募等）

第３条　市民団体等については，次の方法により公募するものとする。

(1)　市の広報紙への掲載

(2)　市のホームページへの掲載

(3)　前２号のほか市長が適当と認める方法

２　応募できる市民団体等は，次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1)　構成員がおおむね１０人以上３０人以内であること。

(2)　主に，市内に在住し，又は市内に通勤し，若しくは通学する者で構成さ

れていること。

(3)　特定の宗教を支持し，又はこれに反対するための宗教教育その他の宗教

的活動を目的とするものでないこと。

(4)　政治上の主義を推進し，支持し，又はこれに反することを目的とするも

のでないこと。

(5)　営利を目的とするものでないこと。
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（申込み等）

第４条　懇談会の開催に応募しようとする市民団体等は，常総市民懇談会開催

申込書（様式第１号）により市長に申し込まなければならない。

２　市長は，前項の規定による申込みを受けた場合は，申し込んだ市民団体等

の設立目的，懇談会において取り上げようとする内容等を確認した上，懇談

会の開催を決定したときは，常総市民懇談会開催通知書（様式第２号）によ

り当該申込みをした市民団体等に通知するものとする。

（開催方法）

第５条　前条第２項の規定により開催を決定した懇談会の開催日時及び会場は，

市民団体等と別途協議して決定する。この場合において，会場は，公共施設

又は地域の集会施設その他の公益的施設を利用するものとする。

２　懇談会の開催時間は，おおむね１時間とする。

３　懇談会には，市長のほか記録者として職員１人が出席する。ただし，市長

が必要と認めるときは，市長が指名する職員を加えることができる。

（結果の処理）

第６条　市長は，懇談会における意見の交換に係る結果について，第１条の趣

旨に沿い，市政に反映させるように努めるものとする。

２　懇談会において結論の出せない意見，提言等については，後日，その処理

の経過に関し，当該意見，提言等を申し出た市民団体等に通知するものとす

る。

（実施状況等の公表）

第７条　懇談会の内容，実施状況等については，必要に応じて公表するものと

する。

（庶務）

第８条　懇談会の庶務は，市長公室秘書課において処理する。

（補則）

第９条　この告示に定めるもののほか，懇談会の実施に関し必要な事項は，市



常総市民懇談会実施要綱

長が別に定める。

附　則

この告示は，公布の日から施行する。

附　則（平成２２年告示第２８号）

この告示は，平成２２年５月１日から施行する。

附　則（平成２７年告示第４９号）

この告示は，公布の日から施行する。

附　則（平成２８年告示第４１号）

この告示は，公布の日から施行する。

附　則（平成２９年告示第２２号）

この告示は，平成２９年４月１日から施行する。
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様式第１号（第４条関係）

様式第２号（第４条関係）


